
１　自殺対策基本法の概要
平成18年10月28日に施行、28年４月１日に
改正施行された自殺対策基本法（平成18年法
律第85号）は、誰も自殺に追い込まれること
のない社会の実現を目指して、自殺対策に関
し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事
業主、国民のそれぞれの責務を明らかにする
とともに、自殺対策の基本となる事項を定め
ること等により、自殺対策を総合的に推進し
て、自殺防止と自殺者の親族等の支援の充実
を図り、国民が健康で生きがいを持って暮ら
すことのできる社会の実現に寄与することを
目的としている。
都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の
実情を勘案して、都道府県自殺対策計画を定
めるものとされている。また、市町村は、自
殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並
びに地域の実情を勘案して、市町村自殺対策
計画を定めるものとされている。

都道府県自殺対策計画等を策定して自殺対
策を推進する都道府県及び市町村を財政面か
ら支援するため、国は、これらの計画に基づ
いて当該地域の状況に応じた自殺対策のため
に必要な事業、その総合的かつ効果的な取組
等を実施する都道府県又は市町村に対し、当
該事業等の実施に要する経費に充てるため、
推進される自殺対策の内容その他の事項を勘
案して、予算の範囲内で交付金を交付するこ
とができるとされており、地方に対して地域
自殺対策強化交付金を交付している。
さらに、厚生労働大臣を会長とし、関係閣

僚を構成員とする自殺総合対策会議が厚生労
働省に設置されており、また、政府が推進す
べき自殺対策の指針として、基本的かつ総合
的な自殺対策の大綱を定めることとされてい
る。

２　自殺総合対策大綱の概要
⑴　自殺総合対策大綱の策定経緯
平成29年７月25日に閣議決定された自殺総
合対策大綱（以下「大綱」という。）は、19
年６月８日に閣議決定された最初の大綱から
数えて第３次の大綱であり、改正自殺対策基
本法が28年４月１日に施行されたことを踏ま
えて策定されたものである。
大綱は、自殺対策基本法第12条の規定に基
づき、政府が推進すべき自殺対策の指針とし
て定めることとされている。最初の大綱は、
19年６月８日に閣議決定された。この大綱で
は、自殺は、追い込まれた末の死であるとい
う基本的な認識を示すとともに、自殺対策を
進める上では、失業、倒産、多重債務、長時

間労働等の社会的要因も踏まえて総合的に取
り組むという基本的考え方を示した。また、
自殺対策の数値目標として、「平成28年まで
に、平成17年の自殺死亡率を20％以上減少さ
せる」ことを掲げた。
24年に大綱の見直しを行い、「誰も自殺に

追い込まれることのない社会」という目指す
べき社会を提示し、今後の課題として、地域
レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策
への転換を指摘した。自殺総合対策の基本的
な考え方として、「政策対象となる集団毎の
実態を踏まえた対策を推進する」、「国、地方
公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国
民の役割を明確化し、その連携・協働を推進
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する」の２つが追加された。
第１次及び第２次大綱では、数値目標は28
年までに、自殺死亡率を17年と比べて20％以
上減少させると設定された。17年の自殺死亡
率は24.2であり、それを20％減少させると
19.4となる。28年の自殺死亡率は16.8で、17
年時点から30.6％の減少となっており、目標
を10.6ポイント上回る減少を達成した。
24年８月に閣議決定された第２次大綱は、
おおむね５年を目途に見直すこととされてい
たため、28年から見直しに向けた検討が着手
された。28年９月27日、自殺総合対策会議が
開催され、29年夏頃を目途に、新たな大綱の
案を作成すること、及び新たな大綱の案の作
成に資するよう、厚生労働省において、大綱
に基づく諸施策の進捗状況を把握し、有識者
から意見を幅広く聴取することが決定され
た。
そこで、厚生労働大臣決定により「新たな
自殺総合対策大綱の在り方に関する検討会」
（以下「検討会」という）を開催することと
なった。検討会は、28年12月から計６回にわ
たって会議を開催した。
検討会における議論は、29年５月15日、検
討会報告書として取りまとめられた。報告書
において、関連施策の有機的な連携を図り、
総合的な対策を推進することなどの自殺対策
全般に関することとともに、「若者の自殺対
策の更なる推進」、「過重労働を始めとする勤
務問題による自殺対策の更なる推進」等、個
別施策についても提言された。
パブリックコメントを経て、29年７月25
日、自殺総合対策会議において大綱の案が策
定され、同日、閣議決定された。

⑵　第３次自殺総合対策大綱の概要
第３次大綱では、基本理念として、自殺対
策は社会における「生きることの阻害要因」
を減らし、「生きることの促進要因」を増や
すことを通じて、社会全体の自殺リスクを低
下させる方向で推進するものとすることが新
たに掲げられるとともに、基本方針として、

自殺対策は「生きることの包括的な支援とし
て推進する」、「関連施策との有機的な連携を
強化して総合的に取り組む」、「対応の段階に
応じてレベルごとの対策を効果的に連動させ
る」こと等が掲げられた。また、第２次大綱
では９つであった当面の重点施策が12施策へ
と拡充され、新たに、「地域レベルの実践的
な取組への支援を強化する」、「子ども・若者
の自殺対策を更に推進する」、「勤務問題によ
る自殺対策を更に推進する」等が盛り込まれ
た。
推進体制については、「地域における計画

的な自殺対策の推進」が盛り込まれた。

〈数値目標〉
前述のように、第２次までの大綱では、自

殺対策の数値目標について、「平成28年まで
に、自殺死亡率を17年と比べて20％以上減少
させる」と設定していた。28年の自殺死亡率
は16.8と17年と比べて30.6％の減少となり、
目標を上回る減少を達成している。年間自殺
者数をみても、10年の急増以降、年間３万人
を超えていた年間自殺者数は22年以降連続し
て減少し、27年には10年の急増前以来の水準
となるなど、着実に成果を上げてきた。
しかし、依然として年間自殺者数が２万人

を超えるという深刻な状況であることに加
え、主要先進７か国の中で自殺死亡率が最も
高くなっている。
本大綱の副題にあるように「誰も自殺に追

い込まれることのない社会」の実現を目指し
て対処していくことが重要な課題であるが、
当面の目標として、先進諸国の現在の水準ま
で減少させることを目指し、令和８年までに、
自殺死亡率を平成27年と比べて30％以上減少
させることが数値目標として設定された。

〈大綱の見直し〉
「社会経済情勢の変化、自殺をめぐる諸情
勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況や
目標達成状況等を踏まえ、おおむね５年を目
途に見直しを行う」としている。
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⑶　自殺総合対策大綱に係る検証・評価
大綱に基づき、国を挙げて自殺対策が推進
されるよう、国、地方公共団体、関係団体、
民間団体等が連携・協働するため、また、中
立・公正の立場から自殺総合対策大綱に基づ
く施策の実施状況、目標の達成状況等を検証
し、施策の効果等を評価するため、「自殺総
合対策の推進に関する有識者会議」を開催し
ている。当会議においては、座間市における

事件の再発防止策について（平成29年12月19
日）に基づく取組についても検証等を行って
いくこととしている。
平成31年３月の第１回会議に続き、令和元

年９月に第２回会議を開催し、座間市におけ
る事件の再発防止策や若者自殺対策の現状と
取組などについて、関係省庁等からの取組状
況の報告、意見交換を行った。

３　国における自殺対策の推進体制
平成27年１月に閣議決定された「内閣官房
及び内閣府の業務の見直しについて」におい
て、それまで内閣府で行っていた自殺対策の
推進業務は厚生労働省へ移管することとされ
た。９月には、業務移管に必要な法整備を行
う「内閣の重要政策に関する総合調整等に関
する機能の強化のための国家行政組織法等の
一部を改正する法律」が成立し、同法に基づ
き、28年４月１日をもって業務が移管された。
自殺対策基本法の施行以来、内閣府におい
て自殺総合対策大綱を２度策定し、これに
沿った様々な取組が進められてきた結果、自
殺者数が約２万4,000人まで減少するなど、
着実に成果を出してきた。一方、今後、地域
レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策
への転換を一層進め、健康問題や経済的困窮
を始めとする自殺の背景にある様々な要因に
対して、地域において自殺対策の中核を担っ
ている自治体の保健・福祉部局等や、経済的
な自立を支えるハローワークなどの現場と緊
密に連携することがますます重要となると考
えられた。このため、今般の業務見直しにお
いては、こうした現場と関連が深い厚生労働
省に移管することで、取組体制の更なる強化
を図ることになったものである。
本業務移管に伴い、関係閣僚を構成員とす
る自殺総合対策会議の会長についても、内閣
官房長官から厚生労働大臣へと変更され、事
務局も厚生労働省に移管された。また、28年
４月１日に厚生労働省に自殺対策推進室が設

置され、内閣府の担ってきた事務を引き継ぐ
こととされた。さらに、同日付けで、厚生労
働大臣を長とする「自殺対策推進本部」を設
置し、多岐にわたる自殺対策を総合的に推進
するため、保健、医療、福祉、労働その他の
関連施策の有機的連携を図り、省内横断的に
取り組んでいくこととした。
18年10月１日に国立精神・神経センター

（現：国立研究開発法人　国立精神・神経医
療研究センター）精神保健研究所に設置され
た「自殺予防総合対策センター」について
は、28年４月１日に自殺総合対策推進セン
ターに改組し、組織体制について地域連携推
進室を新設するなどの強化を図った。国にお
ける対策を総合的に支援する視点からは
・精神保健的な視点に加え、社会学、経済
学、応用統計学等の学際的な視点
・民学官でPDCAサイクルを回すためのエ
ビデンスに基づく政策支援　に、

地域レベルの取組を支援する視点からは、
・民間団体を含む基礎自治体レベルの取組
の実務的・実践的支援の強化
・地域が実情に応じて取り組むための情報
提供や仕組みづくり（人材育成等）

に取り組んでいくこととした。
自殺対策の一層の充実を図るため、自殺対

策を支える調査研究及びその成果を活用等の
中核を担う指定調査研究等法人の制度を創設
すること等を内容とする自殺対策の総合的か
つ効果的な実施に資するための調査研究及び
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その成果の活用等の推進に関する法律が令和
元年６月６日に成立した。２年２月に同法に
基づき一般社団法人いのち支える自殺対策推
進センターを指定調査研究等法人に指定し、
同年４月から指定調査研究等法人の業務が開
始された。これに伴い、自殺総合対策推進セ

ンターは廃止された。今後は、指定調査研究
等法人を中核として、保健、医療、福祉、教
育、労働など広く関連施策と連動した総合的
かつ効果的な自殺対策の実施に必要な調査研
究及びその活用、地域レベルにおける実践的
な自殺対策の取組への支援が行われる。

４　地域における自殺対策の推進
⑴　地域における連携・協力の進展
自殺対策基本法において、地方公共団体は、
地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施
する責務を有すると定められている。地域の
多様な関係者の連携・協力を確保しつつ総合
的な自殺対策を推進する上で、地域で総合行
政を実施し、地域住民と身近で関わっている
地方公共団体は、重要な役割を担っている。
また、各地方公共団体における地域の特性
に応じた施策の推進に資するよう、毎月、警
察庁から自殺統計原票データの提供を受け、
市区町村別まで集計し、都道府県を通じて情
報提供を行うとともに、ホームページで公表
している。
平成28年９月から、自殺の状況及び自殺対
策に関する基礎自治体のトップの理解を深
め、地域での自殺対策を促進させることを目
的とする自殺対策の研修会として、「地域自
殺対策トップセミナー全国キャラバン」を開
催し、開催地の都道府県、NPO法人自殺対
策支援センターライフリンク及び厚生労働省
の３者共催で取り組んだ。30年10月までに、
47の全ての都道府県で開催され、セミナー後
のアンケートで、出席した首長等のほとんど
（98.1％）が「自殺対策についての理解が深
まった」旨回答するなどの成果があったとこ
ろである。

⑵　地域自殺対策強化事業
地域における自殺対策を強化するため、平
成21年度補正予算において「地域自殺対策緊
急強化基金」を造成した。26年度補正予算か

らは「地域自殺対策強化交付金」により、地
域の取組を支援している（28年度からは当初
予算に計上）。
交付金事業のメニューは14あり、各自治体

において、自治体の実情に応じて交付金を活
用し、自殺対策に取り組んでいる。

（事業メニュー）
①対面相談事業、②電話相談事業、③人材養
成事業、④普及啓発事業、⑤自死遺族支援機
能構築事業、⑥計画策定実態調査事業、⑦若
年層対策事業、⑧深夜電話相談強化事業、⑨
自殺未遂者支援事業、⑩災害時自殺対策継続
支援事業、⑪自殺未遂者支援・連携体制構築
事業、⑫災害時自殺対策事業、⑬ハイリスク
地対策事業、⑭地域特性重点特化事業

〈地域自殺対策強化交付金の事業実績〉
平成30年度の実績をみると、都道府県で

は、全ての都道府県が交付金事業を実施して
おり、執行総額は約８億2,700万円である。
主たる取組は、電話相談事業（１億4,500万
円）、若年層対策事業（１億300万円）、地域
重点特化事業（２億4,000万円）となってい
る。
また、市町村では、交付金事業を実施する

市町村数は1,299市区町村であり、執行総額
は約11億800万円である。主たる取組は、対
面相談事業（１億4,000万円）、普及啓発事業
（１億円）、計画策定実態調査事業（３億8,000
万円）、若年層対策事業（２億2,000万円）と
なっている。
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〈平成31年度予算における対応〉
平成31年度には、26億円が予算計上され
た。新たな取組として、若者が悩みを気軽に
話すことができる居場所づくりを推進すると
ともに、居場所を含めた地域の適切な社会資
源へ確実につなげるための体制を構築するた
めのモデル事業を展開した。

〈令和２年度予算における対応〉
令和２年度には、26億円が計上された。新

たな取組として、自殺リスクの高い自殺念慮
者や自殺未遂者を対象に、精神科医療機関や
消防等関係機関と連携し、地域のネットワー
クの構築により、当事者及びその世帯も含め
た包括的な支援を実施するためのモデル事業
を展開することとしている。
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COLUMN 1

誰も自殺に追い込まれることのない「生き心地のよい社会」へ

～いのち支える自殺対策推進センターの理念と活動～

１．波瀾万丈の船出
いのち支える自殺対策推進センター（以下「JSCP」という）の船出は波乱万丈なものだった。

令和２年４月１日、「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活
用等の推進に関する法律」に基づく厚生労働大臣指定法人として発足したその日から「新型コロナ
ウイルス感染症（以下「感染症」という）の影響による自殺リスクの高まり」を想定した緊急対応
に追われることになったのである。

26名の職員は「はじめまして」の挨拶を終えるや否や、４グループに分かれて具体策の検討を開
始。以降、これまでに様々な具体策を実現してきた。例えば、４月下旬に自殺対策に取り組む全国
の民間団体に緊急アンケートを実施（55団体が回答）し、「感染症の影響により活動の縮小や休止
を余儀なくされている団体が83.6％に上る」ことを明らかにした。５月には全国の自治体職員（自
殺対策担当）を対象に「オンライン緊急研修会」を開催、感染症の影響による自殺リスクへの備え
方などを500超の自治体に直接伝えた。６月にも内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策推進室」
と協力し、政府や自治体が行っている様々な支援策を簡単に検索できる「支援情報ナビ（corona.
go.jp/info-navi/）」を開発・公開した。

自治体職員向けのオンライン緊急研修 情報ナビ（スマホ版）

感染症関連の自殺対策に加えて、著名人の急逝を踏まえて、「自殺報道ガイドライン」に即した報
道を行うようにメディア各社に申し入れをしたり、「革新的自殺研究推進プログラム」の枠組みを
作って研究課題を募集・選定したり、WHOの「国家自殺対策戦略」の翻訳を行ったりと、息つく間
もなく、この４ヶ月間を過ごしてきた。

２．JSCPの理念と活動方針
JSCPの原動力となっているのは５つの活動方針だ。第１は、研究と実践、政府と自治体、行政

と民間、自殺対策と関連施策等をつなぐため、「我が国の自殺総合対策におけるハブ（つなぎ役）の
役割を果たす」こと。第２は、自殺を特定の分野の問題に矮小化するのでなく、自殺の背景に様々
な問題が潜んでいることを踏まえて「生きることの包括的な支援として、自殺対策を幅広く総合的
に推進する」こと。第３は、JSCPが関わるすべての活動の先に、人の命や暮らしがあることを踏
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まえ、「あらゆる活動の原点に、『いのち』と『対人支援や地域連携の現場』を据える」こと。第４
は、対策を推進する際、その結果を検証して次なる対策に生かすなど、「EBPM（エビデンスに基づ
く政策形成の実践）を推進して自殺総合対策における『PDCAサイクルの牽引役』を担う」こと。
そして、第５は「海外に向けて政策輸出を積極的に行い『世界的な自殺対策の推進役』を目指す」
ことである。

自殺対策基本法の策定時から常に、我が国の自殺対策が「現場」を意識しながら行われてきたよ
うに、JSCPもこれまでのそうした姿勢を引き継いで、「目の前の危機」に即応しつつ、あわせて、

「時代や社会の動き」をしっかりと捉えながら、厚生労働大臣指定法人としての責任を果たしていく
所存だ。一人ひとりが自分自身であることに意味を感じながら人生を全うできる、そんな、誰も自殺
に追い込まれることのない「生き心地のよい社会」を創るため、ただひたすらに前進していきたい。

３．推進役を担うための組織体制
JSCPの最大の強みは、「幅広い分野の人材が集まっていること」にある。その象徴が、異なった

分野から集まった５名の管理者だ。代表理事を「民間団体」出身の私が務め、第一線の「研究者」
がセンター長を、「元行政職員（県の健康福祉部長）」と「現職の臨床医」、それに「現職の弁護士」
が部長を務める。それぞれの経験や専門知識、人脈等を生かすことで、JSCPの活動を多面的かつ
重層的に展開することができる。

JSCPの組織体制（令和２年７月末現在）
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職員の前職も、元行政職員や民間団体職員、企業の広報担当やSE、研究者などと多彩だ。自身が
かつていじめに苦しめられたり、家族を自死で亡くしていたりと、当事者としての経験を生かした
いとJSCPに加わった職員も少なくない。経験や人脈等に加えて、JSCPには自殺対策（生きるこ
との包括的な支援）に対する情熱や、ある種の執念も備わっている。

JSCPのホームページ（www.jscp.or.jp）でも積極的に情報を発信しているので、ぜひ注目して
いただきたい。

一般社団法人　いのち支える自殺対策推進センター
（厚生労働大臣指定調査研究等法人）

Japan Suicide Countermeasures Promotion Center（JSCP）
代表理事　清水 康之
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